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議第481号

1．変更内容（新旧対照表）

Ⅰ 市街化区域及び市街化調整区域の区分

新

旧

「位置及び区域は位置図及び計画図表示のとおり」

Ⅱ 人口フレーム

２．変更理由

1,741.2千人1,735.6千人

6.0千人

配分する人口 1,735.2千人―

1,783.6千人

平成27年年 次
区 分

令和7年
（基準年次） （目標年次）

特定保留 ―

都市計画区域内人口 1,783.5千人

市街化区域内人口

保留する人口 ―

北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において保留区域に設定されて
いる川合・山之口地区について、土地区画整理事業及び地区計画による計画的な市
街地整備が確実となったことから、当該地区について、保留区域を解除し、市街化
区域に編入する。

約１９，２０５ha

市街化調整区域

約２９，７０１ha

約２９，７２３ha

―

一般保留 ― 6.0千人

北部大阪都市計画区域区分の変更（大阪府決定）

備 考

約２２ha市街化区域増

市街化区域

約１９，２２７ha
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凡 例 

 都市計画区域  市町村界 

 市街化区域  区域区分の変更 

位 置 図 

N 

川合・山之口地区 





 

 


